
歯がはえ始めの頃は… 

・歯みがきはどうしたらいいのかな？ 

・歯ブラシはいつから使い始めるの？ 

など、『？』がいっぱい！  

  

大切なお口の話を専門スタッフ（歯科衛生士・管理栄養士）

がお話します。ご予約をお待ちしています。 

 

対象者：健診月に生後８か月になる歯がはえ始めた児（稲沢市在住） 

    ＊７か月～１０か月になる月まで受診することができます 

健診月に 11 か月～１歳２か月になるお子様は１歳児歯科健診をご利用ください 

内 容：歯科健康診査、歯科衛生士・管理栄養士によるお話、 

仕上げ磨きの練習、フッ素塗布（希望者のみ） 

 日 程：広報いなざわ、いなざわ子育て応援アプリすくすくいなッピー等 

でご確認ください 

申込み：要予約 ※希望する健診日の１週間前までに市ホームページにて 

U R L :  https://www.city.inazawa.aichi.jp/kosodate/0000002317.html 

料 金：無料                  

持ち物：母子健康手帳・コップ・フェイスタオル・せんたくばさみ  

場 所：保健センター、保健センター祖父江支所（総合歯科健康診査） 

申込・問合先 ： 稲沢市健康推進課（保健センター内）TEL（０５８７）２１－２３００ 平日：９：００～１７：００ 

                                                      ＊開館時間に準ずる 
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